
石川県指定構造計算適合性判定機関委任手続要綱 

 

第１ 趣旨 

 この要綱は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第１８条の２

第１項の規定により、石川県知事（以下「知事」という。）が法第６条の３第１項及び第１８

条第４項の構造計算適合性判定を、指定構造計算適合性判定機関に行わせること（以下「委

任」という。）とし、法第７７条の３５の８の規定する委任都道府県知事として必要な手続を

定めるものとする。 

 

第２ 用語の定義 

 この要綱において使用する用語の定義は、法、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）、建築基準法に基づく指定建築基準

適合判定資格者検定機関等に関する省令（平成１１年建設省令第１３号）及び指定構造計算適

合性判定機関指定準則（平成２７年３月２日国住指第４５４０号）において使用する用語の例

による。 

 

第３ 委任手続 

１ 委任を受けようとする指定構造適合性判定機関は、別紙様式１による構造計算適合性判

定委任申請書（以下「委任申請書」という。）を知事に提出しなければならない。 

２ 委任申請を受けた知事は、指定構造計算適合性判定機関が法第７７条３５の２から第７

７条の３５の５までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は知事による指定を受け

ていること及び委任申請書に法第７７条の３５の８第１項の規定により公示すべき内容が

記載されていると認めるときは、別紙様式２による構造計算適合性判定委任通知書を交付

するものとする。 

 

第４ 委任解除手続き 

  知事が法第７７条の３５の２０第１項の規定により委任の解除を行うときは、別紙様式３

による構造計算適合性判定委任解除通知書により委任指定構造計算適合性判定機関に通知す

るものとする。 

 

第５ 公示 

  知事は法第７７条第３５の８第１項及び第４項並びに法第７７条の３５の２０第２項の規

定による公示を石川県公報により行うこととする。 

 

附則 

 １ この要綱は平成２７年６月１日より施行する。 

 ２ この要綱の定めによる委任に関して必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行日前

において行うことができる。 

 ３ 令和３年４月１日 一部改正 



石川県指定構造計算適合性判定機関委任手続要綱 

別紙様式１ 

 

年  月  日 

 

 

構造計算適合性判定委任申請書 

 

 

石川県知事 様 

 

 

住 所 

名 称 

代表者 

 

建築基準法第１８条の２第１項の規定による構造計算適合性判定の委任を受けた

いので下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 名  称 

 

２ 住  所 

 

３ 業務区域 

 

４ 業務を行う事務所の所在地 

 

５ 構造計算適合性判定業務範囲 

 

６ 業務の開始日 

 

 

 

 

 



石川県指定構造計算適合性判定機関委任手続要綱 

別紙様式２ 

 

第         号 

年  月  日 

 

 

構造計算適合性判定委任通知書 

 

 

指定構造適合性判定機関 様 

 

 

石川県知事       印 

 

 

建築基準法第１８条の２第１項の規定により下記のとおり構造計算適合性判定を

委任する。 

 

記 

 

１ 名  称 

 

２ 住  所 

 

３ 業務区域 

 

４ 業務を行う事務所の所在地 

 

５ 構造計算適合性判定業務範囲 

 

６ 委任の開始日 
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別紙様式３ 

 

第         号 

年  月  日 

 

 

構造計算適合性判定委任解除通知書 

 

 

指定構造適合性判定機関 様 

 

 

石川県知事       印 

 

 

建築基準法第７７条の３５の２０第１項の規定により    年  月  日付

で委任した下記の構造計算適合性判定構造計算適合性判定を解除する。 

 

記 

 

１ 委任の解除を行う構造計算適合性判定 

 

 

 

２ 委任解除年月日 

 


